
 

船舶事故調査報告書 

令和２年１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１１月１２日 １３時０５分ごろ 

発生場所 愛知県田原市伊
い

良
ら

湖
ご

港西方沖 

 伊良湖岬灯台から真方位２９２° ２.３５海里付近 

 （概位 北緯３４°３５.６′ 東経１３６°５８.３′） 

事故の概要 貨物船第五稲
とう

宝山
ほうざん

丸は、南進中、また、漁船太
た

盛
せい

丸は、東進中、両

船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年１２月１６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第五稲宝山丸、１９９トン 

１３４６４８、丸宝汽船有限会社 

Ｂ 漁船 太盛丸、４.０３トン 

ＭＥ３－４４１９９（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級（航海） 

  機関長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 操舵室左舷側壁に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び機関長Ａほか２人が乗り組み、機関長Ａが単独

で船橋当直に当たり、伊良湖水道航路に向かって自動操舵により南進

していた。 

機関長Ａは、Ａ船の右舷方にＡ船の進路を横切る態勢で接近するＢ

船を初認し、Ｂ船が、少し前に右舷方に見掛けた漂泊中の漁船数隻の

うちの１隻であり、近くを航行するＡ船の動静に注意を払いながら移

動を始めたはずなのでＡ船の至近に接近することはないと思い、同じ

針路及び速力で航行を続けた。 

Ａ船は、機関長Ａが、Ｂ船の針路及び速力に変化が見られないので

衝突の危険を感じ、手動操舵に切り換えて左舵一杯を取り、主機を停

止したものの、Ｂ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、漁を終えて自動操舵で東進中、

船長Ｂが、漁具の整備を行いながら航行を続けていたところ、Ａ船と

衝突した。 

分析 Ａ船は、南進中、船橋当直中の機関長Ａが、Ｂ船がＡ船に気付いて



 

いて至近に接近することはないと思い、同じ針路及び速力で航行を続

けたことから、回避動作を取る時機が遅れ、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

Ｂ船は、東進中、船長Ｂが、漁具の整備を行いながら航行を続けた

ことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が南進中、Ｂ船が東進中、船橋当直中の機関長Ａ

が、Ｂ船がＡ船に気付いていて至近に接近することはないと思い、同

じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Ｂが漁具の整備を行いなが

ら航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中に接近する他船を認めた場合は、思い込みで予測すること

なく、動静監視を行って衝突のおそれの有無を判断すること。 

・航行中は、他の作業を行うことを避け、常時、周囲の適切な見張

りを行うこと。  


